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大
蔵
省

一

労
働
金
庫
法
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
七
年

令
第
一
号
）

労
働
省

改

正

案

現

行

（
定
款
の
変
更
等
の
認
可
を
要
し
な
い
場
合
）

（
定
款
の
変
更
等
の
認
可
を
要
し
な
い
場
合
）

第
十
三
条

法
第
三
十
一
条
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
・
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る

第
十
三
条

法
第
三
十
一
条
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
・
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る

場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

次
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
定
款
の
変
更
を
す
る
場
合

二

次
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
定
款
の
変
更
を
す
る
場
合

イ
・
ロ

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）

ハ

従
た
る
事
務
所
の
設
置
、
位
置
の
変
更(

主
た
る
事
務
所
の
位
置
の
変

ハ

従
た
る
事
務
所
の
設
置
、
位
置
の
変
更(

主
た
る
事
務
所
の
位
置
の
変

更
を
含
む
。)

、
種
類
の
変
更(

従
た
る
事
務
所
で
あ
つ
て
主
た
る
事
務
所

更
を
含
む
。)

、
種
類
の
変
更(

従
た
る
事
務
所
で
あ
つ
て
主
た
る
事
務
所

又
は
他
の
従
た
る
事
務
所
の
名
義
を
も
つ
て
業
務
が
行
わ
れ
て
い
る
も
の

又
は
他
の
従
た
る
事
務
所
の
名
義
を
も
つ
て
業
務
が
行
わ
れ
て
い
る
も
の

(

以
下
こ
の
号
並
び
に
第
八
十
三
条
第
一
項
第
五
号
及
び
第
八
号
の
二
に

(

以
下
こ
の
号
及
び
第
八
十
三
条
第
一
項
第
五
号
に
お
い
て
「
出
張
所
」

お
い
て
「
出
張
所
」
と
い
う
。)

か
ら
出
張
所
以
外
の
従
た
る
事
務
所
へ

と
い
う
。)

か
ら
出
張
所
以
外
の
従
た
る
事
務
所
へ
及
び
出
張
所
以
外
の

及
び
出
張
所
以
外
の
従
た
る
事
務
所
か
ら
出
張
所
へ
の
変
更
を
い
う
。)

従
た
る
事
務
所
か
ら
出
張
所
へ
の
変
更
を
い
う
。)

、
廃
止
又
は
名
称
の

、
廃
止
又
は
名
称
の
変
更

変
更

三
・
四

（
略
）

三
・
四

（
略
）

（
届
出
事
項
）

（
届
出
事
項
）

第
八
十
三
条

法
第
九
十
一
条
第
一
項
第
六
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
・
厚
生
労

第
八
十
三
条

法
第
九
十
一
条
第
一
項
第
六
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
・
厚
生
労

働
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

働
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。
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一
～
七

（
略
）

一
～
七

（
略
）

八

事
務
所
の
位
置
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
場
合(

第
五
号
、
第
六
号
及
び
次

八

事
務
所
の
位
置
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
場
合(

第
五
号
に
掲
げ
る
場
合
に

号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
場
合
並
び
に
次
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。)

該
当
す
る
場
合
及
び
次
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。)

イ
・
ロ

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）

八
の
二

出
張
所
の
位
置
を
変
更
し
た
場
合
（
第
六
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当

（
新
設
）

す
る
場
合
及
び
次
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。
）

イ

増
改
築
そ
の
他
の
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
出
張
所
の
位
置
の
変
更

を
す
る
場
合
（
変
更
前
の
位
置
に
復
す
る
こ
と
が
明
ら
か
な
場
合
に
限
る

。
）

ロ

イ
に
規
定
す
る
位
置
の
変
更
に
係
る
出
張
所
を
変
更
前
の
位
置
に
復
す

る
場
合

九
～
二
十
五

（
略
）

九
～
二
十
五

（
略
）

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）

５

次
に
掲
げ
る
届
出
は
、
半
期
ご
と
に
一
括
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

５

次
に
掲
げ
る
届
出
は
、
半
期
ご
と
に
一
括
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

第
一
項
第
六
号
、
第
八
号
の
二
又
は
第
十
号
に
規
定
す
る
届
出

二

第
一
項
第
六
号
又
は
第
十
号
に
規
定
す
る
届
出

６
・
７

（
略
）

６
・
７

（
略
）

（
顧
客
の
利
益
の
保
護
の
た
め
の
体
制
整
備
に
係
る
業
務
の
範
囲
）

（
新
設
）

第
百
八
条
の
二

銀
行
法
第
十
三
条
の
三
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
・

厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
業
務
は
、
金
庫
が
行
う
こ
と
が
で
き
る
業
務
（
次
条

に
お
い
て
「
労
働
金
庫
関
連
業
務
」
と
い
う
。
）
と
す
る
。
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（
顧
客
の
利
益
が
不
当
に
害
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
必
要
な
措
置
）

第
百
八
条
の
三

金
庫
は
、
当
該
金
庫
、
当
該
金
庫
を
所
属
労
働
金
庫
と
す
る
労

（
新
設
）

働
金
庫
代
理
業
者
又
は
当
該
金
庫
の
子
金
融
機
関
等
（
銀
行
法
第
十
三
条
の
三

の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
子
金
融
機
関
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同

じ
。
）
が
行
う
取
引
に
伴
い
、
当
該
金
庫
、
当
該
金
庫
を
所
属
労
働
金
庫
と
す

る
労
働
金
庫
代
理
業
者
又
は
当
該
金
庫
の
子
金
融
機
関
等
が
行
う
労
働
金
庫
関

連
業
務
に
係
る
顧
客
の
利
益
が
不
当
に
害
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
次
に
掲

げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

対
象
取
引
を
適
切
な
方
法
に
よ
り
特
定
す
る
た
め
の
体
制
の
整
備

二

次
に
掲
げ
る
方
法
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
当
該
顧
客
の
保
護
を
適
正
に
確

保
す
る
た
め
の
体
制
の
整
備

イ

対
象
取
引
を
行
う
部
門
と
当
該
顧
客
と
の
取
引
を
行
う
部
門
を
分
離
す

る
方
法

ロ

対
象
取
引
又
は
当
該
顧
客
と
の
取
引
の
条
件
又
は
方
法
を
変
更
す
る
方

法
ハ

対
象
取
引
又
は
当
該
顧
客
と
の
取
引
を
中
止
す
る
方
法

ニ

対
象
取
引
に
伴
い
、
当
該
顧
客
の
利
益
が
不
当
に
害
さ
れ
る
お
そ
れ
が

あ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
当
該
顧
客
に
適
切
に
開
示
す
る
方
法

三

前
二
号
に
掲
げ
る
措
置
の
実
施
の
方
針
の
策
定
及
び
そ
の
概
要
の
適
切
な

方
法
に
よ
る
公
表

四

次
に
掲
げ
る
記
録
の
保
存

イ

第
一
号
の
体
制
の
下
で
実
施
し
た
対
象
取
引
の
特
定
に
係
る
記
録

ロ

第
二
号
の
体
制
の
下
で
実
施
し
た
顧
客
の
保
護
を
適
正
に
確
保
す
る
た
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め
の
措
置
に
係
る
記
録

２

前
項
第
四
号
に
規
定
す
る
記
録
は
、
そ
の
作
成
の
日
か
ら
五
年
間
保
存
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

第
一
項
の
「
対
象
取
引
」
と
は
、
金
庫
、
当
該
金
庫
を
所
属
労
働
金
庫
と
す

る
労
働
金
庫
代
理
業
者
又
は
当
該
金
庫
の
子
金
融
機
関
等
が
行
う
取
引
に
伴
い

、
当
該
金
庫
、
当
該
金
庫
を
所
属
労
働
金
庫
と
す
る
労
働
金
庫
代
理
業
者
又
は

当
該
金
庫
の
子
金
融
機
関
等
が
行
う
労
働
金
庫
関
連
業
務
に
係
る
顧
客
の
利
益

が
不
当
に
害
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
取
引
を
い
う
。


